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議案第１１６号 令和５年度太田市一般会計補正予算（第５号）につ

いて 別冊 
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議案第１１７号 

 

太田市犯罪被害者等支援条例の制定について 

太田市犯罪被害者等支援条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

   太田市犯罪被害者等支援条例 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、

市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等

の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被

害者等に対する支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受け

た被害の早期回復又は軽減及び犯罪被害者等の権利利益の保護を

図るとともに、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

⑴ 犯罪等 犯罪及びこれに準じる心身に有害な影響を及ぼす行

為をいう。 

⑵ 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は

遺族で、市内に住所を有する者をいう。 

⑶ 二次被害 犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が

被る経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの

侵害等をいう。 
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⑷ 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける

犯罪等の被害をいう。 

⑸ 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。 

⑹ 関係機関等 国、県、民間支援団体その他の犯罪被害者等の支

援に関係するものをいう。 

（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が

重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重さ

れることを旨として行わなければならない。 

２ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害

の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に

応じて適切に行われるとともに、二次被害及び再被害が生じること

のないよう十分に配慮して行わなければならない。 

３ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことがで

きるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨とし

て行われなければならない。 

４ 犯罪被害者等の支援は、関係機関等が相互に連携し、協力して行

わなければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、関係機関等との役割分担を踏ま

えて、犯罪被害者等の支援のための施策を策定し、実施しなければ

ならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている

状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次

被害及び再被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市

が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するように努

めなければならない。 
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（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれてい

る状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二

次被害及び再被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、

犯罪被害者等である従業員に対して必要な支援を行うほか、市が実

施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなけ

ればならない。 

（相談窓口の設置） 

第７条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むこ

とができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問

題について相談に応じる窓口を設置し、必要な情報の提供、助言及

び関係機関等との連絡調整を行うものとする。 

（経済的負担の軽減） 

第８条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害に係る経済的

負担の軽減を図るため、見舞金の支給その他の必要な支援を行うも

のとする。 

（日常生活の支援） 

第９条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響から回

復し、日常生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被

害者等に対し、保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の

支援が受けられるよう必要な支援を行うものとする。 

（安全の確保） 

第１０条 市は、犯罪被害者等の安全を確保するため、関係機関等と

連携し、一時的な保護、施設への入所による保護、犯罪被害者等に

係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な支援を行うも

のとする。 

（居住の安定） 

第１１条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難とな
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った犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅（市が低額所

得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で公営住

宅法（昭和２６年法律第１９３号）の規定により、建設し、買い取

り、又は借り上げた住宅をいう。）への入居における特別の配慮そ

の他の必要な支援を行うものとする。 

（雇用の安定） 

第１２条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等

と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況について、事業者の理

解を深めるとともに、就業の支援その他の必要な支援を行うものと

する。 

（広報及び啓発） 

第１３条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の

支援の必要性並びに二次被害及び再被害の防止の重要性について、

市民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとす

る。 

（民間支援団体に対する支援） 

第１４条 市は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等の支

援を推進することができるよう、情報の提供その他の必要な支援を

行うものとする。 

（支援の制限） 

第１５条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪

被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる

場合は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行し、第８条の規定は、同日
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以後に行われた犯罪等により被害を受けた犯罪被害者等について適用

する。 
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議案第１１８号 

 

太田市地域活動支援センター条例の廃止について 

太田市地域活動支援センター条例を廃止する条例を次のとおり制

定する。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市地域活動支援センター条例を廃止する条例 

太田市地域活動支援センター条例（平成２０年太田市条例第１２

号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１１９号 

 

太田市行政手続における個人番号の利用に関する条例の一部

改正について 

太田市行政手続における個人番号の利用に関する条例の一部を改

正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市行政手続における個人番号の利用に関する条例の一部

を改正する条例 

太田市行政手続における個人番号の利用に関する条例（平成２７年

太田市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

第４条の見出しを「（特定個人番号利用事務の処理のための庁内連

携）」に改め、同条第１項を削り、同条第２項中「前項に規定する事務」

を「特定個人番号利用事務」に、「法別表第２の第４欄に掲げる特定個

人情報」を「利用特定個人情報」に改め、同項ただし書中「当該特定

個人情報」を「当該利用特定個人情報」に改め、同項を同条第１項と

し、同条第３項中「特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改め、

同項を同条第２項とする。 

本則に次の２条を加える。 

（個人番号の独自利用） 

第５条 別表第１の左欄に掲げる機関は、同表の右欄に掲げる事務の

処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を

効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用

することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、
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同様とする。 

（独自利用事務の処理のための庁内連携） 

第６条 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を

処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報で

あって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、

法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個

人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けること

ができる場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他

の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の

内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書

面の提出があったものとみなす。 

附則の次に別表として次の２表を加える。 

別表第１（第５条関係） 

機関 事務 

１ 市長 太田市福祉医療費支給に関する条例（平成１７年太田市条例第１４９号）

の規定による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの 

別表第２（第６条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 太田市福祉医療費支給に関

する条例の規定による福祉

医療費の支給に関する事務

であって規則で定めるもの 

医療保険各法（健康保険法（大正１１年法律第７０号）、

船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、私立学校教職員

共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組

合法（昭和３３年法律第１２８号）、国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）又は地方公務員等共済組合法

（昭和３７年法律第１５２号）をいう。）又は高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）による

医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

であって規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律

第１３４号）による特別児童扶養手当の支給に関する情報

であって規則で定めるもの 
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国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）又は被用者年金

各法（私立学校教職員共済法、厚生年金保険法（昭和２９

年法律第１１５号）、国家公務員共済組合法又は地方公務

員等共済組合法をいう。）による年金である給付の支給又

は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの 

国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身

体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号）による精神障害者保健福祉

手帳又は児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による

児童及びその家族についての調査及び判定若しくは知的

障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にいう知的障害

者に関する情報であって規則で定めるもの 

生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の実

施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に

関する情報であって規則で定めるもの 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）による支援給付又は配偶者支

援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１７年法律第１２３号）第７条に規定する他

の法令により行われる給付の支給に関する情報であって 

規則で定めるもの 

児童福祉法による障害児入所支援、措置（同法第２７条第

１項第３号若しくは第２項又は第２７条の２第１項の措

置をいう。）又は日常生活上の援助及び生活指導並びに就

業の支援の実施に関する情報であって規則で定めるもの 

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児童

扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方税に

関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又は 
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その算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で

定めるもの 

  戸籍関係情報であって規則で定めるもの 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第４条の改正規定は、

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）の施行の日か

ら施行する。 
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議案第１２０号 

 

太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部改正について 

太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例 

太田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成

１７年太田市条例第２１９号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「隣地境界線」の次に「若しくは隣地等境界線」を

加える。 

別表第１に次のように加える。 

東金井工業団地南地区地区計画 太田都市計画東金井工業団地南地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められた区域 

富若西地区地区計画 太田都市計画富若西地区地区計画の区域のうち、地区整備

計画が定められた区域 

別表第２地区整備計画区域の名称の項中「隣地境界線」の次に「若

しくは隣地等境界線」を加え、同表新田東部工業団地第二地区地区整

備計画区域の項を次のように改める。 

新田東

部工業

団地第 

二地区 

Ａ地区 １ カラオケボックスその他これ

に類するもの 

２ 神社、寺院、教会その他これ 

 らに類するもの 

  １，００

０平方メ

ートル

（公衆便 

外壁

等の面

から道

路境界 

１メー

トル 

３１メ

ートル 
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地区整

備計画

区域 

 ３ 老人福祉センター、児童厚生

施設その他これらに類するもの 

４ 自動車教習所 

５ 風営法第２条第１項、第６項

から第１１項まで及び第１３項

のいずれかに規定する営業の用

に供するもの（前各項及び法別

表第２（わ）項に規定されるも

のを除く。） 

  所、巡査

派出所そ

の他これ

らに類す

る建築物 

で公益上

必要なも

のを除

く。） 

線（隅

切り部

分を除

く。）

又は隣

地等境

界線ま

での距

離 

  

 
Ｂ地区 １ Ａ地区で建築できないもの 

２ 店舗、飲食店その他これらに

類するもの 

３ 公衆浴場、診療所、保育所

（就業者の福利厚生のための附

帯施設として設けるものは除

く。） 

４ 床面積の合計が１５平方メー

トルを超える畜舎 

５ 令第１３０条の６で定める第

２種中高層住居専用地域内に建

築することができる工場 

６ 一般廃棄物又は産業廃棄物の

処理施設（工場その他の建築物

に附属するもので、当該建築物

において生じた廃棄物のみの処

理に供するものを除く。） 

  １，００

０平方メ

ートル

（公衆便

所、巡査

派出所そ

の他これ

らに類す

る建築物

で公益上

必要なも

のを除

く。） 

外壁

等の面

から道

路境界

線（隅

切り部

分を除

く。）

までの

距離 

５メー

トル 

３１メ

ートル 

外壁

等の面

から隣

地等境

界線ま

での距

離 

１メー

トル 

Ｃ地区 Ｂ地区で建築できないもの   １，００

０平方メ

ートル

（公衆便

所、巡査

派出所そ

の他これ

らに類す

る建築物 

外壁

等の面

から道

路境界

線（隅

切り部

分を除

く。）

までの 

３メー

トル 

３１メ

ートル 
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     で公益上 

必要なも 

のを除

く。） 

距離   

外壁

等の面

から隣

地等境

界線ま

での距

離 

１メー

トル 

別表第２に次のように加える。 

東金井

工業団

地南地

区地区

整備計

画区域 

全域 １ カラオケボックスその他これ

に類するもの 

２ 神社、寺院、教会その他これ

らに類するもの 

３ 老人福祉センター、児童厚生

施設その他これらに類するもの 

４ 自動車教習所 

５ 廃棄物処理法第２条第２項に

規定する一般廃棄物又は第４項

に規定する産業廃棄物の処理施

設（工場その他の建築物に附属

するもので、当該建築物におい

て生じた廃棄物のみの処理に供

するものを除く。） 

６ 風営法第２条第１項、第６項

から第１１項まで及び第１３項

のいずれかに規定する営業の用

に供するもの（前各項及び法別

表第２（わ）項に規定されるも

のを除く。） 

  １，００

０平方メ

ートル

（ただ

し、公共

の用に供

するもの

について

は、この

限りでな

い。） 

 外壁

等の面

から道

路境界

線（隅

切り部

分を除

く。）

又は隣

地等境

界線ま

での距

離 

１メー

トル 

３１メ

ートル 

富若西

地区地

区整備

計画区

域 

全域 １ カラオケボックスその他これ

に類するもの 

２ 神社、寺院、教会その他これ

らに類するもの 

３ 老人福祉センター、児童厚生

施設その他これらに類するもの 

  １，００

０平方メ

ートル

（ただ

し、公共

の用に供

 外壁

等の面

から計

画図に

示す道

路境界

５メー

トル 

３１メ

ートル 
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４ 自動車教習所 

５ 廃棄物処理法第２条第２項に

規定する一般廃棄物又は第４項

に規定する産業廃棄物の処理施

設（工場その他の建築物に附属

するもので、当該建築物におい

て生じた廃棄物のみの処理に供

するものを除く。） 

６ 風営法第２条第１項、第６項

から第１１項まで及び第１３項

のいずれかに規定する営業の用

に供するもの（前各項及び法別

表第２（わ）項に規定されるも

のを除く。） 

するもの

について

は、この

限りでな

い。） 

線（隅

切り部

分を除

く。）

又は隣

地等境

界線ま

での距

離 

 外壁

等の面

から計

画図に

示す道

路境界

線若し

くは隣

地等境

界線以

外の道

路境界

線（隅

切り部

分を除

く。）

又は隣

地等境

界線ま

での距

離 

１メー

トル 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において

規則で定める日から施行する。 
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議案第１２１号 

 

太田市道路占用料徴収条例の一部改正について 

太田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

太田市道路占用料徴収条例（平成１９年太田市条例第２３号）の一

部を次のように改正する。 

別表中備考以外の部分を次のように改める。 

占用物件 占用料 

単位 金額（円） 

法第３２条第１項

第１号に掲げる工

作物 

第１種電柱 １本につき１年 ５７０ 

第２種電柱 ８７０ 

第３種電柱 １，２００ 

第１種電話柱 ５１０ 

第２種電話柱 ８１０ 

第３種電話柱 １，１００ 

その他の柱類 ５１ 

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルにつき１年 ５ 

地下に設ける電線その他の線類 ３ 

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ４９０ 

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メートルに

つき１年 

３００ 

変圧塔その他これに類するもの及

び公衆電話所 

１個につき１年 １，０００ 



17 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ４２０ 

広告塔 表示面積１平方メートルに

つき１年 

１，８００ 

その他のもの 占用面積１平方メートルに

つき１年 

１，０００ 

法第３２条第１項

第２号に掲げる物

件 

外径が０．０７メートル未満のも

の 

長さ１メートルにつき１年 ２１ 

外径が０．０７メートル以上０．

１メートル未満のもの 

３０ 

外径が０．１メートル以上０．１

５メートル未満のもの 

４５ 

外径が０．１５メートル以上０．

２メートル未満のもの 

６１ 

外径が０．２メートル以上０．３

メートル未満のもの 

９１ 

外径が０．３メートル以上０．４

メートル未満のもの 

１２０ 

外径が０．４メートル以上０．７

メートル未満のもの 

２１０ 

外径が０．７メートル以上１メー

トル未満のもの 

３００ 

外径が１メートル以上のもの ６１０ 

法第３２条第１項

第３号に掲げる施

設 

自動運

行補助

施設 

法第２条

第２項第

５号に規

定する自

動運行装

置による

検知の対

象として

設置する

導線その

地下に設けるも

の 

長さ１メートルにつき１年 ３ 

その他のもの １０ 
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他の線類  

道路の構造又は交通の状

況を表示する標示柱その

他の柱類 

１本につき１年 ８１０ 

その他の

もの 

上空に設けるも

の 

占用面積１平方メートルに

つき１年 

５１０ 

地下に設けるも

の 

３００ 

その他のもの １，０００ 

法第３２条第１項第４号に掲げる施設 占用面積１平方メートルに

つき１年 

１，０００ 

法第３２条第１項

第５号に掲げる施

設 

地下街及び地下

室 

階数が１のもの Ａに０．００４を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００６を

乗じて得た額 

階数が３以上の

もの 

Ａに０.００７を乗

じて得た額 

上空に設ける通路 ９００ 

地下に設ける通路 ５４０ 

その他のもの １，０００ 

法第３２条第１項

第６号に掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催しに際し、

一時的に設けるもの 

占用面積１平方メートルに

つき１日 

１８ 

その他のもの 占用面積１平方メートルに

つき１月 

１８０ 

道路法施行令（昭

和２７年政令第４

７９号。以下

「令」という。）

第７条第１号に掲

げる物件 

看板（アーチで

あるものを除

く。） 

一時的に設ける

もの 

表示面積１平方メートルに

つき１月 

１８０ 

その他のもの 表示面積１平方メートルに

つき１年 

１，８００ 

標識 １本につき１年 ８１０ 

旗ざお 祭礼、縁日その

他の催しに際

し、一時的に設

けるもの 

１本につき１日 １８ 

その他のもの １本につき１月 １８０ 
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幕（令第７条第

４号に掲げる工

事用施設である

ものを除く。） 

祭礼、縁日その

他の催しに際

し、一時的に設

けるもの 

その面積１平方メートルに

つき１日 

１８ 

その他のもの その面積１平方メートルに

つき１月 

１８０ 

アーチ 車道を横断する

もの 

１基につき１月 １，８００ 

その他のもの ９００ 

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メートルに

つき１年 

１，０００ 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５号に

掲げる工事用材料 

占用面積１平方メートルに

つき１月 

１８０ 

令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７号に

掲げる施設 

１００ 

令第７条第８号に

掲げる施設 

トンネルの上又は高架の道路の路

面下（当該路面下の地下を除

く。）に設けるもの 

占用面積１平方メートルに

つき１年 

Ａに０．０１２を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０１７を

乗じて得た額 

地下（トンネル

の上の地下を除

く。）に設ける

もの 

階数が１のもの Ａに０．００４を

乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００６を

乗じて得た額 

階数が３以上の

もの 

Ａに０．００７を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０２５を

乗じて得た額 

令第７条第９号に

掲げる施設 

建築物 Ａに０．０１５を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１１を

乗じて得た額 

令第７条第１０号 建築物 Ａに０．０２２を
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に掲げる施設及び

自動車駐車場 

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１１を

乗じて得た額 

令第７条第１１号

に掲げる応急仮設

建築物 

トンネルの上又は高架の道路の路

面下に設けるもの 

Ａに０．０１５を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２２を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３１を

乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２５を

乗じて得た額 

令第７条第１３号

に掲げる施設 

トンネルの上又は高速自動車国道

若しくは自動車専用道路（高架の

ものに限る。）の路面下に設ける

もの 

Ａに０．０１５を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２２を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０３１を

乗じて得た額 

令第７条第１４号に掲げる器具  Ａに０．０３１を

乗じて得た額 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占

用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお

従前の例による。 
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議案第１２２号 

 

太田市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正につ

いて 

太田市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

太田市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正す

る条例 

太田市市道の構造の技術的基準を定める条例（平成２４年太田市条

例第３８号）の一部を次のように改正する。 

第３３条中第９号を第１０号とし、第２号から第８号までを１号ず

つ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

⑵ 自動運行補助施設 

本則に次の１条を加える。 

（歩行者利便増進道路） 

第４５条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行

者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しく

は歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるも

のとする。 

２ 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画

的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設

置する場所を確保するものとする。この場合において、必要がある

と認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の
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増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。 

３ 歩行者利便増進道路（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１０条第１項に規定す

る新設特定道路を除く。）は、太田市移動等円滑化のために必要な

道路の構造に関する基準を定める条例（平成２５年太田市条例第１

７号）で定める基準に適合する構造とするものとする。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１２３号 

 

太田市営住宅条例の一部改正について 

太田市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義   

 

 

太田市営住宅条例の一部を改正する条例 

太田市営住宅条例（平成１７年太田市条例第２２５号）の一部を次

のように改正する。 

第５条第８号中「又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「に

より、」を「その他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況

からみて」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第１２４号 

 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規

定により、次のとおり指定管理者を指定することについて、同条第６

項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  太田市養護老人ホーム 

２ 指定管理者となる団体 

  太田市八幡町２７番地７ 

   社会福祉法人同仁会 

    理事長 穂 積 照 雄 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで  
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議案第１２５号 

 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規

定により、次のとおり指定管理者を指定することについて、同条第６

項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  太田市北の杜学園放課後児童クラブ 

太田市北の杜学園第２放課後児童クラブ 

２ 指定管理者となる団体 

  太田市金山町１８番１号 

   ＮＰＯ法人北の杜 

    理事長 竹 内 郁 子 

３ 指定の期間  

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議案第１２６号 

 

指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規

定により、次のとおり指定管理者を指定することについて、同条第６

項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 管理を行わせる公の施設の名称 

  太田市木崎放課後児童クラブ 

２ 指定管理者となる団体 

  太田市新田中江田町９８５番地 

   社会福祉法人木崎育援会 

    理事長 浅 野  豊 

３ 指定の期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
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議案第１２７号 

 

   財産の取得について 

次のとおり財産を取得するものとする。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義   

 

１ 取得する財産 

種類 所在 構造 床面積 

店舗 

太田市飯塚町

６９番地３、

６９番地４ 

鉄骨造合金メッキ鋼

板ぶき２階建 

１階 ９７２.００㎡ 

２階 １１７.８１㎡ 

物置 
軽量鉄骨造合金メッ

キ鋼板ぶき平家建 
４.７０㎡ 

物置 
軽量鉄骨造合金メッ

キ鋼板ぶき平家建 
４.７０㎡ 

物置 
軽量鉄骨造合金メッ

キ鋼板ぶき平家建 
４.７０㎡ 

２ 取得の目的   文教施設として整備するため 

３ 取得予定価格   ２１４，５００，０００円 

４ 取得の方法   随意契約 

５ 契約の相手方   太田市飯田町９６４番地８ 

株式会社大雄建設 

代表取締役 大久保 與志雄 
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議案第１２８号 

 

   財産の無償譲渡について 

 次のとおり建物を無償で譲渡するものとする。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 建 物 の 名 称 太田市太田地域活動支援センター 

２ 建 物 の 所 在 地 太田市細谷町１７０８番地１ 

３ 構造及び延床面積 ⑴ 作業所棟 木造平家建 ７５４．００㎡ 

           ⑵ デイサービス棟 木造平家建 ３３４．

００㎡ 

４ 譲 渡 の 相 手 方 太田市高林南町２８３番地２５ 

            社会福祉法人愛心会 

             理事長 細 田 礼 子 

５ 譲 渡 の 期 日 令和６年４月１日 
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議案第１２９号 

 

   財産の無償譲渡について 

 次のとおり建物を無償で譲渡するものとする。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

 

                 太田市長 清 水 聖 義 

 

１ 建 物 の 名 称 太田市藪塚しゅんらん地域活動支援センタ

ー 

２ 建 物 の 所 在 地 太田市大原町１１８番地１０ 

３ 構造及び延床面積 木造平家建 ４４１．９４㎡ 

４ 譲 渡 の 相 手 方 太田市大原町１１８番地１０ 

ＮＰＯ法人しゅんらん 

             理事長 延 命 圭三郎 

５ 譲 渡 の 期 日 令和６年４月１日 
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議案第１３０号 

 

   市道路線の廃止及び認定について 

  市道路線を次のとおり廃止し、及び認定したいので、道路法（昭和

２７年法律第１８０号）第１０条第３項及び第８条第２項の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

太田市長 清 水 聖 義   






